
９．徴求書類 　(1)　本人確認書類（運転免許証またはマイナンバーカードの写し）
　(2)　所得を証する書類
　　  ・給与収入者は、源泉徴収票または住民税決定通知書の写し
  　　・自営業者は、納税証明書（1･2）または確定申告書の写し（受付印があるもの）
　  　・JAが発行する収入証明書
　(3)　資金使途証明書類
　　①　新規の場合
　　　・見積書、注文書または売買契約書の写し
　   　・但し、資金使途(7)の家具・家電などの購入時の見積書は不要とする
　　②借換えの場合
　　  ・残存期間および残高が確認できる書類の写し
　  　・返済実績が確認できる書類の写し
　(4)支払い証明書類
　  　・資金使途に関する支払い証明書（振込証明書・領収書等）
　(5)その他必要な書類

1０．団体信用生命共済　(1)　原則、団体信用生命共済への加入は任意とする
　(2)　借入期間が10年以下の場合は、ご希望によりご加入いただけます

６．返済方法 　次のいずれかの方式による。なお、返済は貯金口座からの自動引き落としにより行う
　　(1)　毎月元利均等返済
　　(2)　毎月元利均等返済及び特定月増額返済
　　　    但し、ボーナス返済元本は融資金額の５０%以内とします

　※ お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、
　　 １０月１日の基準日を５回経過するまでは、ご返済額を変更いたしません。５回目の
　　 １０月１日の基準日には、ご返済額をお借入利率・残存元金・残存期間等に基づいて
　　 算出し直し、以降も基準日を５回経過するごとに同様の見直しを行います。変更後の
　　 ご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了
　　 しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきます。

７．担　保 　不　要

８．連帯保証人 　原則、不要（但し、ジャックスが必要とする場合があります）

３．融資金額 　１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
　但し、資金使途（７）については、50万円を上限とし、借換えのみの場合は、
　残存一括償還額を上限とする

４．融資期間 　６ケ月以上１５年以内（１ケ月単位）
　但し、借換えのみの場合は、借換え対象ローンの残存期間を上限とする

５．融資方法 　顧客口座振込みとする
　但し、資金使途証明として、振込証明書・領収書等を徴求する

ＪＡ無担保リフォームローン（ジャックス保証）
１．ご利用になれる方 　次の条件をいずれも満たしていることを要する

　　(1)　満２０歳以上（完済時７５歳以下の方）
　　(2)　当組合の地域内に居住または勤務している方
　　(3)　安定・継続した収入がある方
　　(4)　住居が本人または同居の配偶者、親または子の所有物件であること（二親等以内）
　　(5)　借入期間が10年を超える場合は、団体信用生命共済に加入できる方
　　(6)　過去に不渡り・延滞などの事故がなくジャックスの保証を受けられる方
　　(7)　借換えを資金使途に含む場合、その借換対象ローンで直近6ヶ月以内に返済延滞が
　　　　 ない方

２．資金使途 　(1)　住宅の増改築・修繕・補修資金
　(2)　キッチン、バス、トイレなどのリフォーム資金
　(3)　家庭用蓄電、太陽光発電システム（50w未満）などの住宅設備資金
　(4)　門扉・造園・車庫などのエクステリア資金
　(5)　リフォームローンの借換資金
　(6)　上記(1)～(5)以外でJAが認めた資金
　(7)　上記(1)～(6)の資金と同時に購入する家電・家具などの資金
　    ※  事業性資金や借入返済・投機などの不健全な資金使途を除く


